
階層区分認定変更申請書 

年  月  日 

西 宮 市 長 宛 

  申請者 住所                  

 

        氏名/名前                  

 

 

西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則第４条の規定に

より、利用者負担額（以下、「保育料」とする。）につき、下記のとおり階層区分の認定変更を必

要書類添付のうえ、申請します。 

 

※ 保育料が減免になるのは、次の場合です。 

① 「やむをえない事由（非自発的失業等）による 2ヶ月以上継続する失業、廃業又は休業」ま

たは「1ヶ月以上継続する入院又は通院による不就労」により納入義務者の当該年における収

入が、保育料算定の基礎となった収入の 10 分の 6 以下になると推定される方が対象となり、

当該年の収入を推定して得た市民税所得割額に対応する階層区分に認定変更します。 

  ただし、納入義務者の育児休業取得や自己都合での離職による減収は対象となりません。 

申請には、当該年の収入を証明する書類（源泉徴収票、給与明細書等）が必要になります。 

なお、失業による雇用保険給付金や傷病手当金等も収入に含まれます。 

② 災害により住居に著しい損害を受けた場合、住居の全壊又は全焼、半壊又は半焼等、損害の

割合に応じて減免を行います。 

 

（担当）西宮市役所 保育入所課 入所チーム 

                       TEL 0798（35）3160 

 

 【保育入所課使用欄】 

次のとおり決定する。 

１．認定変更して、保育料を    階層            円から 

    階層            円とする。 

（但し、   年   月分より   月分まで） 

２．認定変更しない。 
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